
 

水道の広域化計画の策定支援

広域化による水道の基盤の強化

わが国の水道事業は、市町村経営を原則としてきた経緯

もあり、1,344 の水道事業のうち全体の約 90％が市町村（指

定都市含む）による経営です。 

＜平成 27 年度の水道事業の事業数＞ 

都道府県営 企業団営 市町村営 合計 

26 

（1.9％） 

96 

（7.1％） 

1,222

（90.9％） 

1,344

（100％） 

出典：地方公営企業年鑑 

高度経済成長期は、都市化の進展による水需要の増加へ

の対応のため、水源確保の広域化を進めてきましたが、現

在は、水需要の減少による料金収入の減少や職員の高齢化

に伴う技術の確保と継承が大きな課題となっており、水道

事業の経営基盤や技術基盤の強化を図るため、水道の広域

化が期待されています。 

厚生労働省による新水道ビジョンでは、連携形態にとら

われない多様な形態の広域連携を目指し、関係者による段

階的な検討・連携による「発展的広域化」（事業統合・経営

の一体化・管理の一体化・施設の共同化）を掲げています。

＜発展的広域化＞ 

近隣水道事業者との広域化の検討を開始

次の展開として広域化の取り組み推進

発展的な広域化による連携推進

出典：「新水道ビジョン」（平成25年3月厚生労働省健康局）

総務省も公営企業の効率化・経営健全化の取組みとして、

広域化を推進しています。 

＜公営企業の経営に当たっての留意事項について＞ 

 公営企業における経営基盤の強化、経営効率化の推進、

地域住民に対するサービス水準の向上等を図る観点から、

地域の実情に応じ、事業の広域化や統合等の推進について

取り組むこと。具体的には、企業団、一部事務組合等の設

置、事務の委託などによる共同処理方式等の手法の導入に

ついて積極的に検討するほか、「地方中枢拠点都市圏」等（※

現在は「連携中枢都市圏」）をはじめ、「連携協約」に基づ

く地方公共団体間の連携や、「定住自立圏」等の広域連携手

法の活用など、近隣の事業主体との間で機能の重複・競合

を避け、相互に適切な機能分担が図られる形での連携強化

の推進について検討すること。 

出典：平成 26 年度 8月 29 日付総務省通知 

１．水道の広域化のメリット 

水道事業の広域化は、地域全体でみると、ヒト、モノ、カ

ネの３つの観点で以下のメリットがあります。 

＜水道の広域化のメリット＞ 

メリット

ヒト

（人材）

 事務の共同処理による組織のスりム化

 専門的な知識をもつ職員の確保

モノ

（施設）

 施設規模の拡大によるスケールメリット

 施設の統廃合による、二重投資の回避

 弾力的な水運用による危機管理能力の向上

カネ

（資金）

 経営規模の拡大による資金の弾力的な運用

 地域全体における費用の縮減

 国の交付金・交付税等の活用

＜国の交付金・交付税＞ 

＜厚生労働省：生活基盤施設耐震化等交付金＞ 

水道事業運営基盤強化推進事業 

広域化事業 交付率１／３ 

 事業開始後５年以内に広域化を実現

 全体計画は原則10年間、平成41年度までの時限事業

 都道府県水道ビジョンに基づく圏域における広域化

 市町村域を越えて３事業体以上の広域化、かつ計画区

域内の給水人口が原則５万人以上

 資本単価が90円／㎥以上である水道事業を含む

運営基盤強化等事業 交付率１／３ 

 広域化事業の総額を上限

＜総務省による交付税措置：Ｈ30年度まで＞ 

経営戦略の策定のために広域化の調査・検討を実施する場

合、これらに要する経費を重点的に支援（2,500 万円上限）

２．水道の広域化の阻害要因 

地域全体で様々なメリットがあるものの、事業間の施設整

備水準や財政状況の格差が大きいため、広域化による損得が

発生し、事業統合までに至らないのが現状です。 

特に、料金水準の格差が大きいと、料金統一のために議会

や住民等への説得が大きな壁となり、統合までの事前準備に

長い期間を要します。また、検討の推進役の不在や検討の場

の不足等により十分な検討が進んでいないのが現状です。 

そのため、都道府県については、市町村を包括する広域自

治体として、広域連携の大きな推進役としての期待がかかっ

ています。 

水道の広域化 広域化のメリット



１．秩父地域の広域化の事例 

事業統合までには、関係市町との協定締結、基本構想等

の策定、議会及び住民説明、新たな組織発足のための各種

手続き等が必要となります。 

秩父地域の広域化では事業統合までに５年程度の期間を

要し、この間で総務、経理、業務、給水装置、工務、維持

管理の各専門部会を設置し、事務手続き等の調整が行われ

ています。 

＜秩父地域の広域化の流れ＞ 

Ｈ23：水道事業運営の見直しの形成協定締結 

秩父地域水道広域化準備会の発足 

Ｈ25：ちちぶ定住自立圏推進委員会で組織統合に向けての

検討を了承 

秩父広域化準備室の設置に関する覚書の締結 

Ｈ26：秩父地域水道広域化準備室の発足 

秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定

審議会委嘱状交付式 

Ｈ27：秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）（案）

に基づく水道広域化の意見募集 

各市・町主催による秩父地域水道広域化住民説明会

秩父地域水道事業の統合に関する覚書の締結 

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及

び同組合の規約変更についての議案を可決 

埼玉県より許可決定 

Ｈ28：秩父広域市町村圏組合条例可決 

水道事業認可（厚生労働省） 

秩父広域市町村圏組合水道事業開始 

参考：秩父広域市町村圏組合ＨＰ 

２．当社の支援 

事業統合は利害関係者の合意形成に多大な労力を費やし

ます。そのため、統合効果を客観的な視点で説明できる資

料作りが必要となります。

当社での広域化におけるコンサルティングは、以下のと

おりであり、全国的に様々な広域化の支援を行っています。

＜日水コンとしての支援＞ 

基本構想・基本計画の策定支援

審議会等の運営支援、住民説明向けの資料の提供

認可申請書、交付金申請書等の書類の作成

事業統合までの道のり 近年の水道の広域連携の動き
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近年の水道の広域連携の動きは以下のとおりであり、事

業統合のみならず、管理の一体化、施設の共同化も含めた

事例がみられます。今後は、水道技術の確保と維持のため、

事業統合のみならず、近隣市町村との広域的な連携により、

人材、施設、資金を弾力的に運用するとともに、地震等の

非常時における危機管理能力を強化する必要があります。

当社は、今までに多くの事業統合の支援に携わっており、

様々な広域化のノウハウを蓄積しています。これらの経験

を生かし、それぞれの事業の状況に応じた広域化を検討し

て行きます。 

＜近年の水道の広域連携の動き＞ 

赤字:当社が支援した広域化、●広域化済、○検討又は実施中

＜事業統合＞ 

●八戸圏域水道企業団（Ｈ26水平統合）

●岩手中部広域水道企業団（Ｈ26垂直統合）

●群馬東部広域水道事業（Ｈ28水平統合）

●秩父地域の水道広域化（Ｈ28水平統合）

●大阪広域水道企業団（Ｈ29末端 3事業を統合）

○香川県における広域化（Ｈ30予定）

○千葉県君津地域の水道広域化

○千葉県九十九里地域末端給水事業の事業統合

○千葉県南房総地域末端給水事業の事業統合

＜管理の一体化＞ 

●水道料金システムの共同利用（Ｈ24）

⇒高知県：四万十町、須崎市、中土佐町

●奈良県公営企業会計システムの共同運用（Ｈ26）

●上下水道料金等収納業務の共同発注（Ｈ27）

⇒茨城県：かすみがうら市と阿見町

●第三者委託と事務の代替執行による包括業務委託

⇒宗像地区事務組合が北九州市に委託（Ｈ28）

○北奥羽地区水道事業協議会による新たな広域化の検討

⇒八戸圏域水道企業団、青森県南地域、岩手県北地域

＜施設の共同化＞ 

●荒尾市と大牟田市の浄水場の共同化（Ｈ24）

＜その他＞ 

○離島 8 村の取水、浄水処理及び送水を沖縄県企業局に移

管（Ｈ33予定） 

参考：水道技術研究センターＨＰ、総務省ＨＰ 




